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「次世代育成支援対策施設整備交付金に係る整備計画等調査」について（依頼） 

 

本県の障がい福祉行政の推進については、平素より御尽力を賜り、厚くお礼申し上
げます。 

この度、こども家庭庁から、次世代育成支援対策施設整備交付金につき必要となる
財源の規模を把握するとともに、防災・減災・国土強靭化を推進するため、標記調査
について依頼がありました。 

 ついては、御多忙の折、誠に恐縮ですが、下記対象施設におかれましては、本調査

に御協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 

 

記 

 

１.対象施設 

児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、居宅訪問型児童発達支援

事業所、保育所等訪問支援事業所、障害児相談支援事業所、福祉型障害児入所施

設、医療型障害児入所施設、福祉型児童発達支援センター、医療型児童発達支援セ

ンター 

 

２.提出資料 

「【神奈川県】調査表③（国土強靭化に関する施設数等調査）」 

※ 「記入要領」及び「作業シート（記入例）」を御参照の上、令和７年７月１日

現在の状況を「作業シート」に御記入ください。 

※ 「調査表①（令和７年度整備計画調査）」及び「調査表②（令和８年度整備計

画調査）」は本依頼の対象外とするため、送付を省略いたします。 

 

３.提出方法及び提出先 

上記提出資料を電子メールにて、障害サービス課福祉施設グループ宛てに御提

出ください。 

なお、電子メールの件名は「（施設名）次世代育成支援対策施設整備交付金に係

る整備計画等調査」としてください。 

提出先メールアドレス：ken-shisetsu@pref.kanagawa.lg.jp 

管理者 様 



 

４.提出期限：令和７年９月 16 日（火） 

 

５.照会先 

   調査内容で御不明な点等につきましては、下記連絡先にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

               問合せ先 

                福祉施設グループ 反町 

                電話 045-210-1111（内線 5082） 


